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第４回 官民競争入札等監理委員会 

 入札監理小委員会 議 事 次 第  
 

 

                       日  時：平成18年11月9日（木） 10:20～ 12:10 

                       場  所：永田町合同庁舎１階 第１共用会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

 （１）実施要項素案の審議 

   ①キャリア交流プラザ事業 

   ②人材銀行事業 

   ③求人開拓事業 

 

 （２）その他 

 

３．閉 会 

 

 

＜出席者＞  

 

（委員）  

樫谷主査、逢見委員、小林委員、佐藤専門委員、原専門委員 

 

（厚生労働省）  

水 野 知親 職業安定局首席職業指導官、渡部幸一郎首席職業指導官室課長補

佐  

 

（事務局）  

  櫻井参事官、熊埜御堂参事官、堀内企画官  
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○樫谷主査 それでは、第４回の入札監理小委員会を始めさせていただきたいと思いま

す。本日は、キャリア交流プラザ事業、人材銀行事業、求人開拓事業の各実施要項につ

きまして、２回目の審議を行いたいと思います。 

 最初に、「キャリア交流プラザ事業」について、これまでの審議で出された論点につ

いて、事務局より御説明をいただきたいと思います。５分ぐらいでよろしくお願いいた

します。 

○事務局 それでは、右肩に「資料１」と書いてございます「これまでの審議で出され

た主要な論点」という資料のキャリア交流プラザ部分を御説明させていただきたいと思

います。 

 今回御回答いただいております内容に、モデル事業の結果を踏まえたというような御

説明がございますので、この点につきまして、どういった状況で、どういうことになっ

て、今回の実施要項に反映されたのかというところについては、確認をしながら御説明

いただきたいということで考えております。 

 あと、また事務局との打ち合わせをさせていただきましたところで、従来の実績とか

との関係についても確認させていただいておりますので、この点も踏まえながら御説明

いただければと考えております。 

 あと、要求水準について、就職率を55％ということに設定してございますけれども、

こちらの根拠について詳しく御説明をいただきたいということと、前回の議論でも出ま

したけれども、地域差を考慮するということで、この必要性についてのお考えを御確認

させていただきたいと考えております。 

 あと、事務局の方で細かな確認をさせていただいておりますので、そういった点につ

きましても、この場で御説明いただく必要があるところにつきましては御説明をいただ

ければと考えております。 

 キャリア交流プラザにつきましては以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございました。それでは、厚生労働省から、キャリア交流プラ

ザ事業のモデル事業の結果及び前回の審議を踏まえまして、修正していただいた実施要

項の案の内容につきましての御説明を10程度でお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○水野首席職業指導官 厚生労働省で首席職業指導官をしております水野でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまの事務局の御説明も踏まえまして、実施要項の内容につきまして、

これまで私どもとして検討をさせていただいた点、それからそういった検討を踏まえて

実際に見直しを行いました点につきまして、簡単に御説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 お手元の方に実施要項の案があるかと思いますけれども、それに沿って御説明をさせ

ていただきたいと思いますけれども、実際に見直しを行った点につきましては、見え消
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しで修正をさせていただいております。 

 まず、５ページの上の方でございますけれども、そこの確保すべき事業の質のところ

でございますけれども、これにつきましては、モデル事業の実績も踏まえまして、地域

別の目標を設定すべきではないかという、そういう御指摘もいただいておったわけでご

ざいますけれども、実際にモデル事業の実績が出てまいりましたので、それを見てみた

わけでございますけれども、前にも御説明しましたとおり、各地域の実績というのは、

それぞれの雇用情勢よりも民間事業者の事業実施のあり方によって決まっていると、そ

ういう面が大きいのではないかというふうに思っております。 

 お手元の資料の別紙の４の方をちょっとご覧いただきたいと思いますけれども、その

表の一番右側の欄に、モデル事業の第１期目の結果がアンダーラインを引いて入ってお

りますけれども、そこの①から⑤までが民間実施地域でございます。それから下の方の

⑥から⑧までが国実施地域でございますけれども、来年度から新たに民間委託になると

ころでございます。 

これをご覧いただきますと、民間実施地域の中では、京都の就職率が一番高くなって

おるわけでございます。京都の就職率が61.9％ということで一番高くなっておるわけで

ございます。ところが、同じ表の中にございます16年度の実績の方をご覧いただきます

と、京都よりも愛知とか北海道の就職率の方が高くなっておるわけでございまして、京

都の就職率というのは東京とほぼ同程度と、そういうことになっているわけでございま

す。それが17年度になりまして、京都の就職率が高くなりましたのは、やはり、これは

京都を受託していただいた民間事業者さんの事業実施のあり方がよかったからではない

かというふうに思っております。また、逆に東京の場合は、御案内のとおり、有効求人

倍率が全国で２番目に高いわけでございますけれども、それにもかかわらず、17年度の

就職率が一番低くなっておるわけでございます。そういったことを考えますと、やはり

東京の場合は事業実施のあり方に何か問題があったのではないかと、そういう気がして

おるわけでございます。 

 そういうことで、民間事業者の事業実績というのは、雇用情勢よりも、それぞれの民

間事業者の事業実施のあり方で決まってくる面が大きいわけでございますけれども、た

だ、こういった影響の寄与度を客観的かつ正確に把握をするということは、これは技術

的に困難であるわけでございます。そういうことを考えますと、それぞれの地域の雇用

情勢を踏まえて地域別の目標を設定するということも困難でございますし、また、雇用

情勢の影響よりも、事業実施のあり方の影響の方が大きいということを考えますと、必

ずしも、そういった地域別の目標を設定する必要もないのではないかというふうに思っ

ておるわけでございます。 

 それからあと、確保すべき事業の質につきましては、もう一つ最低基準を設けて、民

間事業者の実績がそれを下回ったら委託費を減額すべきではないかという、そういった

御指摘もいただいておったわけでございますけれども、こういった最低基準と、先ほど
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申し上げましたような努力して達成すべき目標とでは分けて考える必要があるのではな

いかというふうに思っております。 

 どういうことかといいますと、努力して達成すべき目標に近い水準の実績につきまし

ては、先ほど申し上げましたように、雇用情勢よりも民間事業者の事業実施のあり方に

よって決まる面が大きいわけでございますけれども、逆にこういった努力が十分でなく

て、最低基準に近い実績の場合は、やはり雇用情勢に影響される面があるということも

否定できないのではないかということでございます。ところが、こういった雇用情勢と

いうのは、言うまでもなく民間事業者の方の努力ではいかんともしがたいわけでござい

まして、こういった民間事業者がコントロールできない要因がある中で、委託費の減額

を行うということは、これは民間事業者の方の納得が得られないのではないかというふ

うに思っておりますし、また、こういった雇用情勢に結果が影響されるというハローワ

ーク関連業務の特殊性ということを考えますと、民間事業者の方で納得が得られる客観

的な最低基準を設けるというのは、やはり難しいのではないかというふうに思っている

わけでございます。 

 それから、先ほど確保すべき事業の質についても、55％の設定根拠をお示しするよう

にということでございましたけれども、これは前にも申し上げましたように、過去に国

がやっていたときの実績を踏まえた数字でございまして、具体的に申し上げますと、16

年度の４月から６月の間に、実際にキャリア交流プラザの支援を受けられた方で就職さ

れて雇用保険の被保険者資格を取得された方の就職率を調べたら51.7％と、そういう数

字が出ております。その前の15年度、その段階では雇用保険の被保険者資格を取ってい

ない方も含めた支援対象者の方から報告ベースの就職率しかわかっておりませんでした

けれども、それがたしか56.8％くらいでございましたので、その中間の切りのいい数字

ということで55％にさせていただいたわけでございます。 

 それから次に、お手元の資料の６ページの方でございますけれども、そこのスケジュ

ールのところでございますけれども、ここでは今の段階で入れることができる日程を入

れさせていただいております。 

 次に、17ページの下の方の⑨でございますけれども、ここにつきましては、以前民間

事業者の負担を考えると、必ずしも区分経理にこだわる必要はないのではないかと、そ

ういう御指摘もいただいておったわけでございます。この点につきましては、私どもも

民間事業者に過度の負担を課すというのは本意ではないわけでございまして、要は、事

業実施にかかる経費を正確に把握をしたいという、そういうことでございますので、こ

こは事業実施にかかった経費がきちんと把握できれば、必ずしも区分経理にはこだわら

ないということで、そこにございますように「区分して経理すること等により」という

ことで、「等」ということを入れさせていただいて修正をさせていただいております。 

 それから次に、19ページの中ほどの⑮のすぐ上のところでございますけれども、ここ

のところは、事務局の御指摘を踏まえまして、受託事業者が暴力団員を使ったりしてい



4 

ることがわかったときには契約を解除できると、そういう文言を盛り込ませていただい

ております。 

 それから次に、その下の大きな10の事業実施に当たって第三者に損害を加えた場合の

損害賠償の話でございますけれども、これにつきまして、お手元の資料では修正が間に

合いませんでしたけれども、事務局の方の御指摘を踏まえて修正をさせていただきたい

というふうに考えております。 

 具体的な修正は、今、お手元の方にある１枚紙でお配りさせていただいているかと思

いますけれども、そこの「修正案」と書いているところでございますが、要は、第三者

に損害を与えた責任が民間事業者にある場合は、民間事業者が損害賠償の責任を負うと

いうことを明記をさせていただいているということでございます。 

 それから次に20ページの上の方の(1) のところでございますけれども、ここで事業の

実施状況の調査を３年間の事業が終わってからではなくて、とりあえず、２年目の事業

が終わった時点、つまり平成21年の３月末時点で行うということで具体的な日付を入れ

させていただいております。 

 それから同じページの下の方の(5) のところでございますけれども、ここで民間事業

者と国の比較を行う際に、それぞれの地域の雇用情勢も踏まえて行うということで、

「雇用失業情勢の違い等各地域の差にも配慮しつつ」という、そういう文言を入れさせ

ていただいております。 

  それからあと、別紙の方でございますけれども、まず別紙の１、22ページの方でござ

いますけれども、別紙１につきましては、間接経費、これは事務局の御指摘も踏まえま

して、安定所の分だけではなくて、その上の上位組織でございます都道府県の労働局の

分も踏まえまして計算したものでございます。 

 計算したと申しますのは、別紙１の次のページになりますけれども、注の２－③、24

ページの方でございますけれども、注の２の③に書いてございますけれども、過去の分

について、正確に記録したものがございませんので、そこにございますように、該当す

る部署の人件費を業務に従事した時間や人員で按分したものでございますけれども、そ

うやって計算した数字を入れさせていただいております。 

 それからあと別紙１につきましては、もう一つ成功報酬の欄がございますけれども、

ここにつきましては、17年度のモデル事業の結果、就職率が55％を超えて就職促進費が

もらえることになりました民間事業者が担当した地域、具体的には、別紙１の最初のペ

ージの22ページの方ですけれども、一番下の愛知と、それから次の23ページの一番上の

京都でございますけれども、この二つの地域については、実際に支給される就職促進費

の額が入っております。 

 それからあと別紙の４の方でございますけれども、別紙の４の一番右側の欄には、先

ほども御説明しましたように、17年度のモデル事業の１期目の実績、具体的には支援開

始者数や就職者数、それから就職率、そういった数字でございますけれども、そういっ
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た実績が書いてございます。ただし、これにつきましても、別紙の４の注の１の（2)、

28ページの方でございますけれども、注１の（2)のところにございますように、雇用形

態や賃金水準、それからあと支援対象者の満足度や就職後の定着状況等につきましては、

モデル事業第１期目の結果がまだとりまとっておりませんので、この表には入っており

ません。 

 簡単でございますが、キャリア交流プラザについては以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございます。それでは、御意見、御質問のある委員は御自由に

発言をいただきたいと思います。 

なお、時間の制約もございますので、キャリア交流プラザ事業につきましては、10時

50分までとさせていただきたいと思います。 

逢見委員、どうぞ。 

○逢見委員 55％という達成目標であって、それを下回ったとしても、責任を果たさな

かったとは言えないということなんでしょうけれども、ペナルティーはともかくとして、

例えば、次の年にまた入札になったときに、再び目標を下回ったところは減点というか、

何かあってもいいんじゃないかなという感じがしますけどね。 

○水野首席職業指導官 そこはおっしゃるとおりでございまして、次の入札のときに同

じ業者が応札された場合には、そういった過去の実績も踏まえて、恐らく実績に対する

加算点のところで一定の評価をさせていただくことになるかと思います。 

○逢見委員 そこは何か書いておく必要はないのですか。 

○水野首席職業指導官 一応、入札書の中に実績を書いていただくことになっています

ので、実績について見るということは書いてございますので。 

○樫谷主査 よろしいですか。 

○逢見委員 はい。 

○樫谷主査 ちょっと私の方からよろしいですか。若干答えが矛盾しているんじゃない

かと思うのは、サービスの質の設定の55％については、雇用情勢というよりも、実力に

よってばらばらだと言いながら、ペナルティーとかのところは、雇用情勢で変わるとい

うようにおっしゃっているので、だから、最低限なんだとおっしゃっているんですが、

これはどうなんですかね、若干矛盾しないですか。 

○水野首席職業指導官 確かにちょっとわかりづらい説明かと思いますけれども、要す

るに、もともとの目標というのは高めに設定してあるわけです。そういうところの水準

では、事業実施のあり方が大きく結果に影響する。それはご覧いただいたとおりでござ

います。ところが今度最低基準の場合は、結局、民間事業者の事業実施のやり方が十分

ではなくて、ギリギリの水準になっているわけです。そういうところは、多少なりとも

雇用情勢で影響が出てきますし、そういう雇用情勢という民間事業者によってコントロ

ールできないような、そういう要因が加わっている中で委託費を更に減額するというの

は、民間事業者の納得が得られないんじゃないかと、そういうふうに考えているわけで



6 

ございます。 

○樫谷主査 そうなんですが、要するに55％は最高とは言えないけれども、かなりレベ

ルが高い数字だと。コストは一番最低の数字だと、こういう話なんですね。 

○水野首席職業指導官 コストは？ 

○樫谷主査 コストというか、入札の念頭にするとぎりぎりの数字でいくだろうと、こ

ういう話ですね。 

○水野首席職業指導官 委託費は、多分、民間事業者さんはギリギリに削っていらっし

ゃると思うんです。 

○樫谷主査 ということは、55％を超えないところは、インセンティブがないんでした

よね。 

○水野首席職業指導官 そうです。55％を超えた場合だけインセンティブを出します。 

○樫谷主査 ということは、最低の数字で最高の成果を出せと、こういう話なんですね。

ということは、55％を切る可能性が結構あり得るわけですね。 

○水野首席職業指導官 今回も五つの地域のうち、達成したのは二つだけですから、三

つは達成しておりませんから。 

○樫谷主査 それはそれで目標を達成しなくてもしょうがないと、こういう理解でよろ

しいんですかね。やはり、必ずかどうかは何とも言えないんですが、できれば達成して

いただきたいと思うので、そうなると、若干私は矛盾しているような御主張なのかなと

いう気がしてしょうがないんですけど。 

○水野首席職業指導官 そこは、私どもの気持ちとしては、55％を是非達成していただ

きたいというような気持ちなわけですけれども、ただ、実際にやってみないとわからな

い部分もございますし。ただ、こういったハローワークの関連の事業というのは、求職

者の方の生活がかかっているわけですから、まず事業者にやっていただいて、うまくい

かなかったらペナルティーを課すということではなくて、最初から事業を適正かつ確実

に実施できる業者をきちんと選んで、そこは最低水準を下回るような業者はなるべく委

託をしないと、そういうことだと思うんです。幾ら後からからペナルティーを課しても、

求職者の方が就職できなかったら本当に取り返しがつきませんので。 

○樫谷主査 おっしゃる意味は非常によくわかるんですが、例えば、毎年見ていくわけ

ですかね、55％というのは。 

○水野首席職業指導官 そうです。 

○樫谷主査 年度ですね。これは民間業者というか、会社の思考では、要するに達成が

不可能、だめだとわかってしまうと、どこかで手を抜かれてしまうんじゃないかという

可能性がありませんか。必ずしもそうではないかもわかりません。そういうところを選

ばないという話なのかもわかりませんが、今年は頑張っても50％しかいかないと。そう

したらどこかで手を抜かれちゃう可能性があるので、それなら手を抜くなという話に。

もちろん、モニタリングもあるので、それは併せてやればいいのかもわかりませんが、
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やはり、だめだったらだめだというふうに、はっきりペナルティーを、ペナルティーと

いう言葉がいいのかどうかわかりませんがね。民間というのは大体そういう訓練ができ

ていまして、だめだったら儲からないというのが当たり前なんですね。だめで儲かるこ

とはないかもわかりませんけど、儲かるほどのレベルじゃないかもわかりませんが、頑

張っても大したことないし、だめでもあんまり変わらないなとなったら、どこかで長い

目で見ると手を抜かれてしまう可能性があるので、それなら、だめならだめだと、赤字

ですよと。だめだったら赤字なんだということを明確にどこかにしておく必要があるの

かなというふうに思ったりするので、そういうような発言をさせていただいたんですが。 

○水野首席職業指導官 そこはおっしゃるとおりで、そこはきちんと今おっしゃったモ

ニタリングをして、実績が十分でない場合は必要な措置を講じるように指示をすること

もできますし、それでも改善しなければ、まさに契約の解除、それがペナルティーにな

ると思うんですね。そこら辺はきちんとやらせていただきたいと思います。 

○樫谷主査 ペナルティーの解除の条件というのはどこにありましたっけ。 

○水野首席職業指導官 18ページのほうでございます。18ページの下の⑭ですね。だか

ら、指示なんかに従わなかった場合にも契約が解除できることになっておりますので。 

○樫谷主査 指示に従わなかった場合ということですね。 

○水野首席職業指導官 ええ。 

○樫谷主査 ということは、基本的には、指示に従ってやっていれば、これは民間業者

には責任はないんだと、こういう理解なんですね。 

○水野首席職業指導官 指示に従うというのは、形式的に従えばいいということではな

くて、あまりにも実績がひどいときに、それが指示に従ってきちんと改善しなければ、

それは指示に従っていないということになると思います。 

○樫谷主査 そこのところをむしろ明確にしていただいて、だめならだめなんですよね。

だめなものを３年間やらせてしまったら、逆におかしな話なので、早めに決着をつけて

次にかえるとか、また元に戻すとか何か対応しないといけないと思いますので。 

○渡部首席職業指導官室課長補佐 若干補足をさせていただきますと、この事業は最終

的には官民の実績を比較して公表するという仕組みになっていますので、モデル事業の

ときも、そういうことを念頭に民間事業者の方は事業を実施していただいていますので、

それでだめだといっても、どんどんだめになってしまうというのは避けられるのではな

いかなと思っております。 

○樫谷主査 よろしいですか。どうぞ、小林委員。 

○小林委員 やはり一律の55％というのがちょっと気になって、つまり、この目的の達

成というのは、外部環境というか、要因がいろいろあると思うんですよ。おっしゃると

おり、そのやり方がうまいということもあるかもしれないんですけれども、いろんな外

部環境要因が働いて、そういう結果になるということが十分考えられると思うんです。

そうすると、27ページにあるような目的の達成の程度で過去のトレンドというのを見な
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がら、地域によって水準を決めていくみたいなことも考えられないことはないような気

もするんですね。ここ３年間の数字が出ていて、被保険者が入っているとか、入ってい

ないとかということがあるとおっしゃっていたので単純に比較はできないと思いますけ

れども、少しその辺を柔軟にと言ったら変なんですけれども、勘案してということは考

えられないでしょうか。 

○水野首席職業指導官 おっしゃることは非常によくわかるんですけれども、確かに実

績にはいろんな要因が関与していると思います。雇用情勢もあるでしょうし、業者のや

り方もあるでしょうし、それ以外にキャリア交流プラザの支援対象者の方は、ハローワ

ークが紹介する場合には、ハローワークとその地域の事業所の関係とかいろんな要因が

かかわると思うんですけれども、それを客観的に寄与度を分析するというのは不可能で

あるわけですね。そこをきちんと分析しない限り、そういう外部に対して説得力のある

客観的な基準というのはまずできないということが一つあると思います。 

 加えて、例えばわかりやすい例でいいますと、先ほど言いました東京の例があるんで

すけれども、東京って非常に求人倍率が高いんですね。求人がたくさんあってものすご

くいいんですよ。にもかかわらず、就職率が一番低いということがあるわけで、そうい

った状況の中、東京の就職率が低いからクリアすべきラインを低くするというのは、こ

れはちょっと合理的ではないと思うんですね。その二つの理由から、おっしゃることは

非常によくわかるんですけれども、できればやりたいんですけれども、まず技術的に難

しいと思うんですね。 

○小林委員 通常、ターゲットを設定するときに、先ほど申し上げたように推移を見て、

前年度の例えば東京は46.4％だったというので、それに対して努力目標として10％上げ

るとか、そういう努力目標を設定するというようなやり方というのもあるんじゃないか

と思うんです。 

○水野首席職業指導官 努力目標とおっしゃいますと。 

○小林委員 つまり46.4％は十分じゃないと。通常今までのトレンドから見ると、平均

値としては五十何％かもしれないと。地域について見てですよ。そうしたら46.4％とい

うのは、それをミートしていないわけだから、50％を超えるように、それにプラス何％

の努力目標というのを設定するとか、つまり地域差を見ながら、プラス何％の努力をし

なきゃいけないという上乗せをしていくというような考え方で。 

○水野首席職業指導官 そういう意味では、まさに55％が上乗せの目標になっているか

と思うんですね。 

○渡部課長補佐 同じ業者がまた引き続きやるということであれば、本年度から比べて

１割増という目標もあると思うんですけれども、今の業者とまた別な業者が入って、そ

の方が目指すべきところとしては、前やった、例えばやり方がこちらの期待するところ

までこなかったものの10％増ということではなくて、前年度の業者のところは置いてお

いて、55％という水準を次の業者には目指していただきたいと、そういう考え方でござ
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います。 

○佐藤専門委員 この55％という数値を発注側で設定して、なおかつ、それを割っても

減額しないという仕組みは、それはそれで一つの今回の割り切りとして了解したんです

が、総合評価、一般競争入札というものの難しさというのを、こんなふうに考えるとわ

かるんじゃないかと思うんですが、つまり、この関係資料の別紙のデータを公表します

よね。就職率の数字を民間事業者に提案させるんです。自分はここの地域については5

0％をやります、私はここは60％と提案しますと。それを総合評価の非価格要素の加点

要素として考えてみると、それを達成しなかったら、事業者が自分で提案した数字なん

だから、それを達成しなかったら減額することについては相当の理由が立つんじゃない

かと思うんです。今回の建付をどうしたらいいということを申し上げているのではない

んですけれども、そこら辺の因果関係が難しいといったときに、民間の工夫を引き出す

というのは、要するに就職率55％を国側が指定してしまうというところが、民間の工夫

を否定している部分もあるわけですね。自分のところではこういう分析を、こういうコ

ストをかければ、ここについては就職率が達成できると、自分に言わせればいいという

のも一つの総合評価の場合の発想としてあっていいのかなというのが、今後の別な案件

でも、そういったことというのは建付の考え方としてあってもいいと思います。ただ、

これをやった場合には、恐らく評価方法が難しくなるというふうに思われますけれども、

一応アイディアというか、総合評価、一般競争入札の価格要素、非価格要素というのは

そういうものじゃないかなというふうには思いました。 

○水野首席職業指導官 その点については、今の実施要項でも、一応、企画書に業者自

らの目標を明記していただくようになっております。今の７ページのところに、(2) の

②のところに、「企画書の内容」というところがございますけれども、そこのところに

書いてございますように、「各単年度において支援対象者の何％を就職させることを目

標としたかを明記の上」と書いてございまして、一応、企画書には書いていただくこと

にしております。 

○佐藤専門委員 そうすると、今回のこの事業の発注で、企画書の事業者が自分で言っ

てくる何％という数字は、事業者選定の際にはどういった評価がなされますか。 

○水野首席職業指導官 それは、企画書全体の評価の中ではこれも見させていただくと

いうことでございます。 

○樫谷主査 よろしいですか。原専門委員、どうぞ。 

○原専門委員 大分ブラッシュアップされてきて、内容的には随分、こういう感じにな

ってきたのですが、今度は少し運用の部分で、ちょっと次の話になるかもしれないんで

すけれども、例えばキャリア交流プラザで言うと、現場で３か月１サイクルという形で

回していくといったときに、逆にこういった仕組みでやりなさいというのを、割とプロ

セスを規定されているので、そうすると、例えば、すぐにでも就職したいという人に対

して緊急の対応をするときに、逆にそのイレギュラー対応がしづらいみたいな声もちょ
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っと聞いたんです。一つ思うのは、モニタリングで監視するのもいいんですけど、現状

のやり方で少し状況変化とかに応じて不都合が続いたときに、逆に民間側の要望を取り

入れて、じゃ、ここは変えていいよという部分の柔軟性が非常に必要なんじゃないかと

思うんですが、その辺は文章としてはどうなんでしょうか、入れる必要があるのではな

いかと思うんです。 

○水野首席職業指導官 基本的には、キャリア交流プラザで縛っておりますのはメニュ

ーだけでございまして、セミナーと経験交流とキャリアコンサルティングという、この

三つはやっていただかなきゃいけないと。それぞれのスケジュールについては、基本的

には民間事業者さんの創意工夫の範囲内でございますので、実際に今おっしゃったよう

なケースも確かにありまして、すぐ求人情報がほしいと、就職したいと、そういう方も

いらっしゃるわけでして、そういった方もいらっしゃるので、業者さんの中には、最初

は普通一、二週間セミナーをやるケースが多いんですけれども、そのセミナーの一日当

たりの時間を削って早めに終わらせて、残った時間でキャリアコンサルティングをやる

とか、そういうことをやっておられる業者さんも実際にいらっしゃいます。そこら辺は

かなり創意工夫の範囲が広いのではないかというふうに思っております。 

○原専門委員 わかりました。 

 もう一点が先ほど来の話と一緒なんですが、例えば、先ほどのお話ですと、東京とか、

27ページのデータを見ると、確かにこれはトレンドから見ても低いし、さっきおっしゃ

った東京の実情から見ても、むしろ今どんどんよくなっているはずなのに悪化している

と。一つは、なぜこうなんだといったところの分析と、それをちゃんと公表というか、

次の業者にフィードバックするという部分が恐らく必要なのであろうということ。もう

一つ、これも今回のというよりは今後の検討かもしれませんが、金額がその成果に応じ

て段階的に変わっていくような受託金額の金額設定ですね。なかなか、今、国の予算シ

ステムでは難しいのかもしれないんですが、例えば、55％の目標はいいと思うんですけ

ど、さすがに46％でも54％でも同じ金額なのかといったときに、そこに多少差があって

しかるべきかなという気がいたします。 

○水野首席職業指導官 まず最初の方の点でございますけれども、モデル事業の結果は

まだ出てきたばかりでございまして、まだ十分分析ができておりません。その点につい

ては、これから私どもの方に設置されております評価委員会の方できちんと分析をさせ

ていただいて、そこら辺は整理をさせていただきたいと思います。 

 それから２点目の方は、なかなかすぐに難しいと思うんですけれども、検討させてい

ただきたいと思います。 

○樫谷主査 そうすると、もう少しやってみると、地域別の実績もしっかり出てくるの

で、現状ではつかみづらいということですね。地域別のやつはね。いろんな要因が混ざ

っている。ところが、何回かやってみて実績が出てくれば、地域別をつくってもいいと

いうことでもあるわけですね。そういうふうに理解してよろしいんでしょうか。 
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○水野首席職業指導官 そこら辺はよく分析をさせていただきたいと思います。 

○樫谷主査 同じ努力としても、本来は地域別に多分事情が違うと思うので、その辺は

データをしっかりとっていただいて、そういうふうになるように、合理的に決まるよう

にできれば一番いいんですけどね。ただ、佐藤専門委員がおっしゃったように、民間の

創意工夫をうまく入れていただくといいのかなと思いました。 

 小林委員、どうぞ。 

○小林委員 指標として目標値の設定として、就職率という単独のものだけではなくて、

例えば、定着率というのはデータがないというお話でしたけれども、ある一定のほかの

指標も使うというようなことは考えられないんでしょうか。 

○水野首席職業指導官 お手元の資料の20ページのところでございますけれども、そこ

に内閣総理大臣が行う際の調査の調査項目ということで、そこの中の（3）のところに

①から⑧までございますけれども、おっしゃるように単に就職率、要するに就職したか

どうかということだけではなくて、雇用の質について、中身についても見ていこうとい

うことで、雇用形態とか、賃金水準の変化とか、あるいは満足度、そういったものもき

め細かく見ていきたいというふうに思っております。 

○樫谷主査 どうぞ、佐藤専門委員。 

○佐藤専門委員 先ほどの委託費の減額のところなんですけれども、この別紙４の実績

を見ていると、民間実施の部分のうちでは、北海道が16年から17年、－14.7％となって

いるわけですね。先ほどの民間事業者に、自分が達成するといって目標を示させて自分

が書かせる数字というのが、55％より高い数字を言ってくるのか、低い数字を言ってく

るのか、それが評価に関係ないということであれば、高い数字も言ってくることもある

だろうし、低い数字を言ってくる。ペナルティーにも連動していないし、評価にも連動

していなければ、それはただ言っただけの数字ということだと思うんです。 

 他方で、55％を割ったら即減額というのは、なるほど先ほどおっしゃるように事業者

の実施体制と、それから結果との因果関係とかコントロールの可能性とかいろんな要素

が入っちゃうので、すぐには行わないということでいいのかもしれません。逆に、やは

り原専門委員から御指摘があったように、－１％でも－10％でも－15％でも一緒かと言

われたときのために、一つの考え方としてはフロアを設けると。つまり15％よりも切っ

たら、これは発注者の判断で減額することができるというような形で、すぐにペナルテ

ィー発動というわけではないんだけれども、一応、目標値から15％切ったら、それは減

額があり得るよという形で建付として事業者のモラルハザードに歯止めをかけるという

やり方はあり得るのかなというふうに考えました。 

○水野首席職業指導官 おっしゃることは非常によくわかるんですけれども、そこら辺

の基準をどこにするかというのは、そこはなかなか客観的に説得力をもって設定するの

は今の段階ではちょっと難しいと思っておりますので、その点については、これからの

モデル事業の結果もよく分析をしながら、更に検討させていただきたいと思います。 
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○樫谷主査 それから今回は単一の55％という就職率だけの指標なんですけれども、今

度はいろいろなデータ調査項目でおとりになるので、その次のステップの話なのかもわ

かりませんが、もう少しきめ細かく目標をつくっていただくような形ができれば、より

いいのかなと思いました。 

よろしいですか。それでは、ありがとうございました。 

 次は、人材銀行について事務局より実施要項のチェック状況を御説明いただきたいと

思います。５分程度でお願いします。 

○事務局 それでは、人材銀行の方ですけれども、同じく資料１のこれまでの審議で出

された主要な論点につきまして御説明させていただきます。 

人材銀行に関しましても要求水準、就職率18％ということで設定されております。こ

れにつきましては、前年度の値を参考に目標を持って18％に設定するということでござ

いましたけれども、これが単年度の水準をベースにしたものだけで設定されているとい

うことかと思います。それでいいのかどうかということと、これに関しましても、地域

差といったものを考慮する必要はないのかどうかというあたりの論点があるかと思いま

す。 

 あともう一つは、「人材銀行の事業の運営に当たっては、現行の人材銀行において国

が配置している常勤職員を下回らない数の正規雇用の者を専任として配置しなくてはな

らない」という常勤職員という雇用形態での縛りを置いてあります。これにつきまして

は、人数の指定もあるわけですけれども、こういったことが私どもの法律、公共サービ

ス改革法の趣旨に照らして、こういう形での縛りを設けることが適切なのかどうかとい

うあたりについての御審議をいただく必要があるのではないかということで論点として

挙げさせていただいております。 

 人材銀行につきましては、主要な論点につきましては以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございます。それでは、厚生労働省から前回の審議を踏まえま

して、同じく修正した実施要項の案の内容につきましての御説明を10分ぐらいでよろし

くお願いいたします。 

○水野首席職業指導官 それでは、ただいまの事務局の御説明も踏まえまして、実施要

項の内容について検討した点、あるいは見直しを行った点について簡単に御説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 お手元の実施要項の４ページの下の方の確保されるべき事業の質のところでございま

すけれども、ここではまず、そこの②のところを若干修正させていただいております。

これはどういうことかといいますと、そこの①のところに就職率の定義が書いてござい

ますけれども、これはもう少し厳密に申しますと、ある１年間の間に人材銀行に求職の

申し込みをした人の中で、実際に人材銀行の紹介で就職した人がどのくらいいたのかと

いう、その割合ということになるわけでございます。それが就職率ということでござい

ます。したがいまして、例えば来年度、平成19年度の就職率を見る場合には、分母が平



13 

成 19年度中に人材銀行に求職の申し込みをされた方の数、それが分母でございます。そ

れから分子が、その分母の中で実際に人材銀行の紹介で就職した人の数ということにな

るわけでございます。ところが、平成19年度の最後の方の月、例えば、平成20年の３月

ということをとってみますと、平成20年の３月に職業紹介を受けた人たちが、実際に紹

介先の企業に採用になるのは、必ずしも３月中とは限らないわけでございまして、むし

ろ翌年度にずれ込んでしまうケースの方が多いわけでございます。こういった場合、翌

年度にずれ込んだ就職件数についても、前年度の就職件数として把握をする必要がある

わけでございますけれども、これまでの経験からしますと、３月に職業紹介をされた方

というのは、遅くても翌年度の６月までに、そのほとんどが実際に企業に採用されてし

まいますので、雇用保険の被保険者の資格の確認は翌年の７月までにする。そういうこ

とにさせていただいております。 

 それからこの後、確保されるべき事業の質でございますけれども、先ほど事務局の方

から18％という御説明がございましたが、15％でございます。 

 この15％の事業の質でございますけれども、人材銀行も地域別の目標を設定すべきで

はないかという、そういう御指摘をいただいておるわけでございますけれども、実は人

材銀行についても、先ほどのキャリア交流プラザと同じでございますけれども、各地域

の実績というのが、それぞれの雇用情勢よりも民間事業者の事業実施のあり方によって

決まる面が大きいのではないかというふうに思っております。 

 これはどうしてそういうことになるかといいますと、お手元の資料にない数字を申し

上げて大変恐縮でございますけれども、昨年度（平成17年度）における全国の人材銀行

の就職率を見てみますと、愛知とか東京は求人倍率が高いんですけれども、そういった

ところの人材銀行よりも求人倍率がはるかに低い北海道、そこの就職率の方が高くなっ

ておるわけでございます。 

 御参考までに数字を申し上げますと、17年度の就職率が愛知と東京は大体16％でござ

いましたけれども、北海道は20％、一番高い就職率でございます。ところが北海道の求

人倍率というのは、東京や愛知の半分以下、それこそ３分の１ぐらい、非常に雇用情勢

は厳しいにもかかわらず就職率は高いと。やはり、それはやり方がよかったんじゃない

かというふうに思うわけでございます。 

 そういうことで、この人材銀行の実績も、それぞれの地域の雇用情勢よりも事業実施

のあり方に影響されるという状況があるわけでございますけれども、そういった状況の

中では、過去の実績を踏まえて、地域ごとに異なる目標を設定するということは、必ず

しも合理的ではないというふうに思っておりまして、それは先ほどのキャリア交流プラ

ザと同じでございます。 

 更にもう一つ申し上げますと、今回、民間委託の対象となるのは、東京と神奈川と福

岡の、この三つの人材銀行でございますけれども、その三つの人材銀行の今年度の直近

の就職率を見てみますと、いずれも15％程度になっておりましてほとんど差がなくなっ
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ておりますので、人材銀行の場合は、こういった点からも地域ごとに異なる目標を設定

する必要は必ずしもないのではないかというふうに思っております。 

 それからあと、確保すべき事業の質につきましては、これも先ほどのキャリア交流プ

ラザと同じように最低基準を設けてというお話があったわけでございますけれども、人

材銀行の場合も、先ほど御説明したのと同じような理由で、現段階では民間事業者の納

得が得られるような客観的な最低基準を設けるということは、やはり難しいのではない

かというふうに思っております。 

 それから次に、お手元の資料の６ページのところでございますけれども、そこのスケ

ジュールのところでございますけれども、ここは先ほどのキャリア交流プラザと同じで

ございまして、今の段階で入れることができる日程を入れさせていただいております。 

 次に13ページの方でございますけれども、13ページの中ほどの（３）の事業従事者に

かかる取扱いのところでございますけれども、ここにつきましては、必ずしも正規雇用

ということにこだわる必要はないのではないかと、そういう御指摘をいただいておるわ

けでございますけれども、このことについて私どもの考え方をもう一度御説明をさせて

いただきますと、大きく３点ございまして、まず１点目は、人材銀行というのはまさに

職業紹介を行うところでございますので、求人者、それから求職者の間でいろんなトラ

ブルが起きるわけでございますけれども、そういったトラブルが起きた際には、職業紹

介を行う者として、直ちに責任を持ってきちんとした対応をする必要があるわけでござ

いまして、そのためにはあらかじめそういった対応が確実にできるような体制を確立し

ておく必要があるということになるわけでございますけれども、それには、やはり必要

最低限の正規職員の配置、これは不可欠だというふうに思っております。 

 それからまた御案内のとおり、最近リストラ等で職を失った方々の再チャレンジとい

うことが大変大きな政府全体の政策課題になっておるわけでございまして、こういった

方々の安定した雇用の実現ということが大きな政策課題になっているわけでございます

けれども、そういった中で本来、正社員が担うべき仕事があれば、これは少なくともそ

の部分については、正社員を雇用していただくように民間企業にお願いするのが私ども

国の立場であるわけでございます。こういった意味でも、特に国の公共サービスを担う

民間事業者の方には、是非とも正規雇用の拡大ということに御協力をいただきたいとい

うふうに思うわけでございます。 

 それからもう一つ、人材銀行というのは、そもそも求人事業者に対して職業紹介を通

じて、正規雇用ということをお願いする立場にあるわけでございます。したがいまして、

そういった事業を担う民間事業者には、求人企業に率先垂範すると。そういった意味か

らも人材銀行において自ら最低限の正規雇用は実現していただきたいというふうに思っ

ておるわけでございます。 

 正規雇用の話は以上でございます。 

 次に、今度は14ページの下の方の⑨でございますけれども、ここは先ほどのキャリア
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交流プラザと同じでございまして、事業実施にかかった経費がきちんと把握ができれば

必ずしも区分経理にこだわらないということで、そこにあるような形で修正をさせてい

ただいております。 

 次に、16ページの方でございますけれども、16ページの中ほどの⑮のすぐ上のところ

でございますけれども、これも先ほどと同じでございまして、暴力団員の関係が出てき

たら、契約を解除できるということを書いてございます。 

 あと、その下の大きな10でございますけれども、これも先ほどと同じでございまして、

同じような形で修正をさせていただきたいと思います。 

 次の17ページの上の方の11の(1)でございますけれども、ここもキャリア交流プラザ

と同じでございまして、事業の実施状況を３年間の事業が終わってからではなくて、と

りあえず、２年目の事業を終わった時点で行うということで、具体的な日付を入れさせ

ていただいております。 

 それからあと、同じページの下の方の(5)でございますけれども、ここも事業の評価

は、こちらの方は、それぞれの地域の雇用情勢も踏まえて行うということで修正をさせ

ていただいております。 

 それからあと、別紙の１の方でございますけれども、ここもそこの表の中のところに

アンダーラインを引いてございますけれども、間接経費を入れさせていただいておりま

す。 

簡単でございますが、人材銀行については以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございます。それでは御意見、御質問のある委員は御自由に発

言をいただきたいと思います。 

 11時 20分までぐらいとさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○原専門委員 今の正規雇用のところですけれども、もしくは「常勤職員」という言葉

と二通り使われているようなんですけれども、これは一緒と考えてよろしいんですか。 

○水野首席職業指導官 いわゆる正社員と言われるような方を考えております。 

○原専門委員 正社員は常勤職員であり、非常勤の方との区別ということですね。 

○水野首席職業指導官 はい、そうです。 

○原専門委員 この定義ですけれども、例えば、受託した民間会社が正規雇用はしてい

ますと。ただし、この人材銀行とほかの業務と兼務させていて、人材銀行は週３日、週

２日は本業の方でやる。これは常勤職員ということになるわけですか。 

○水野首席職業指導官 そこは専属、人材銀行に専属ということです。 

○原専門委員 ですから、正規雇用であり、かつ常駐しなければいけない。 

○水野首席職業指導官 そうですね。まさに常勤職員ですね。人材銀行の。 

○原専門委員 常勤というのは、人材銀行の常勤でなければいけないということですね。 

○水野首席職業指導官 そういうことでございます。 

○原専門委員 その場合なんですけれども、今度は、それはおっしゃる正規雇用を増や
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してほしいという意味で言えば、例えば、兼務であっても正規雇用だから、そこは厚労

省さんの意図にはそぐわない。ただし、法的に言うと確かに責任者が必要なんですけど、

恐らく１名でよかったはずだと思うんですが、そうなると、この３名とか２人というの

は、ちょっと過度に規制し過ぎじゃないかという気がするんですが。 

○水野首席職業指導官 確かにおっしゃるとおり、職業安定法上は有料職業紹介を行う

場合、紹介責任者、規模ごとによりますけれども、最低の規模の場合は紹介責任者１名

でいいということになっております。ただし、別紙の４の方に新規求職とか、新規求人

の数が出ておりますけれども、このくらいの数であれば、やはり２名ないし３人の正規

雇用の方を置いていただくのは当然のことだと、我々の常識からすると当然だと思いま

すし、実際に、ここにお出しする前に、私どもの評価委員会の方で御議論いただいたわ

けでございますけれども、そのときも特に異論は出ませんでしたし、それからあと、評

価委員会には業界団体の代表の方も入っていらっしゃいますけれども、その方からも特

に異論はございませんでした。私どもとしては、むしろ当然だと思っております。 

○原専門委員 私のイメージからすると、例えば職業紹介業をやっている企業が受託し

た場合に、優秀な管理者という方はいると思うんですけど、常駐じゃなくても優秀な方

は優秀なんですよ。例えば、さっき言ったように、こっち３日、あっち２日かという形

で十分ここをコントロールする力がある方というのは民間に大勢いらっしゃいます。そ

のときに、本当にここにずっといなきゃいけないという規定が、大きな規模の企業が受

託すれば、それは専属も可能でしょうけど、そうでもない規模で、そんなに人材がいな

いところは兼務ということを十分やりたがると思うんですよ。そのケースも排除してい

いのかということですね。いかがでしょうか。 

○水野首席職業指導官 確かに兼務ということも民間事業者の方の工夫の中にあると思

うんですけれども、常勤職員以外のところは、そういう兼務というのはあり得ると思う

んですけれども、ただ、これまでのモデル事業の実績からすると、やはりそういう兼務

の体制の多いところの方というのは、なかなか十分な実績を上げられないという感じも

しております。これは感じでございますけれども。 

○原専門委員 そういう意味でいくと、常駐している人も、もちろん必要だと思うんで

すけれども、それが例えば事務の仕事の人が常駐していますと、その人は正社員ではあ

りませんと、契約社員とかですと、それは常勤になるわけですか。 

○水野首席職業指導官 それはまた別だと思います。常勤職員ないし正社員を置いてい

ただきたいという趣旨は、先ほど申しましたように、職業紹介するといろんなトラブル

があるわけです。話が違うとか、求人条件が違うとか、別の仕事を紹介されたとか、い

ろんなトラブルかあるんですね。そういうときにきちんと責任を持って対応できるよう

にしていただく。そのためには最低限の正規職員の方の配置は不可欠だというふうに思

うわけでございます。 

○原専門委員 もちろん目的はよくわかるので、ただ、それがこの縛りが本当に必要か
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どうかというそこのところです。特に２人とか３人ということになると、相当なマンパ

ワーが必要になってきますね。 

○水野首席職業指導官 繰り返しになりますけれども、この程度の規模では、これぐら

いは当然だと私は思っております。特に業界団体の方からも、今までのところは異論は

いただいておりませんけれども。 

○原専門委員 わかりました。 

○樫谷主査 小林委員、どうぞ。 

○小林委員 私も同じような問題意識を持っていまして、つまり、そのファンクション

を果たすということと、それが本当に最低限の、今、国が設置している基準の人数の常

勤職員をおかなければいけないのかというところが整合しているのかどうかということ

がすごく疑問で、この水準、要求水準というのを満たしてほしいというか、そのファン

クションを十分果たしながら業務をやってほしいということで、業務のやり方というの

をコンペティションするわけだと思うんです。だから、その辺はこの縛りを置くんじゃ

なくて、こういう水準を達成するためにいろんな工夫をしながらやってくださいという

か、そこの自由度というのを少し高めた方がよろしいんじゃないかというふうに思うん

ですけれども。 

○水野首席職業指導官 そこは非常によくわかるので、私ども民間事業者さんの創意工

夫を縛るつもりは全くありませんので、そこは正規職員を10人も20人も置けと言えば、

それはおっしゃるとおりだと思います。かつては国も10人ぐらい置いておったわけです

が、それと同じことをやれと言えば、それは確かに創意工夫を阻害しているということ

になると思うんですけれども、これは何度も申し上げておりますとおり、必要最低限に

したつもりでございますので、むしろ、これぐらいのことができないような業者さんに

は、安心して事業がお任せできないと、そういうふうに私ども思っております。 

○渡部課長補佐 人材銀行という施設ということも大きいんです。人材銀行という施設

が管理職ですとか、専門職といって、自分の経験とか専門を生かして、また正社員とし

て働きたいという方に正社員の紹介をするという施設になってきますので、そこで実施

をする事業者自らが、発注元の国として正規雇用でやるべき業務があって、ただ、そこ

に正社員を雇用するということではなくて、非正規の方で代用するような形でやるとい

うことを認めてしまうというようなことは、国としても正規雇用を推進するという立場

であるというところもございますし、それと合わない形の事業者というのは、この仕組

みの中で認めていくというのは適切ではないのではないかというふうに考えているとこ

ろです。 

○小林委員 それは先ほど原専門委員がおっしゃったとおり、正規雇用というものと常

勤というものと、ちょっと混乱しているように思うんですけれども、いかがなんですか。 

○渡部課長補佐 この事業について責任を持って見られる方を正社員として常駐させて

ほしいということなんですけれども。 
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○樫谷主査 人材銀行は、東京には今何人いるのですか。 

○渡部課長補佐 ３人でございます。 

○樫谷主査 そうすると、今までこれが、過去の15、16、17年度の推移ですよね。これ

で10人が３人になって相当努力していただいたと思うんですが、３人でそうだという、

経験からそうおっしゃっているのだと思うんですけれども、３人が合理的かどうかとい

う、なかなか、減っている中で２人でもいいんじゃないか、１人でもいいんじゃないか

というふうに水掛け論になるかもわかりませんけどね。結果的にはですよ、当時は10人

で当然合理的だと思ってやっていらっしゃったと思うんです。ところが今は11人になっ

て6.3 人になって、３人になったと。これは１人じゃだめなのかというふうに言われる

と、私、経験がないので、多分、１人ぐらいは要るのなという気はするんですけれども、

多分、３人いなきゃいけないということについて、流れを見ると十分説得力があるとも

思えない。ただ、中身をやっていらっしゃった実感は何かわかるような気もするんです

けどね。 

○水野首席職業指導官 たしか先日、東京の人材銀行をご覧いただいたと思うんですけ

れども、両側に求人者のコーナー、反対側に求職者のコーナーがあって、お客さんが相

当群がるようにいらっしゃったと思うんですけれども、あの中でも毎日いろんなトラブ

ルが起きるんですよね。そういったトラブルを解決していくためには、やはり１人では

とても無理だと思います。 

○樫谷主査 そのとおりだと思います。１人や２人でだめだということはよくわかるん

ですけれども、常勤じゃなきゃいけないとか、何人か常にいなきゃいけないというのは

わかるけれども、常勤で常駐じゃなきゃいけない。つまり、かわっちゃいけないのかと

いう話ですよね。そこがちょっと理解できないので、確かによくトラブルが起きますか

ら、いろんな対応をしていただかないと物事が進まないというのはよくわかるんですが、

この常勤で、それが専任じゃなきゃいけないということと、それからトラブルの対応と

は、必ずしもイコールじゃなくて、むしろチームを何人か組んで、交代でローテーショ

ンでやったって、それは構わない話ですので、何人かいた方がまた次のステップにも進

めますので、私なんかは民間人ですから、ついついそういうふうに思ってしまうんです

ね。それはどうなんでしょうか。 

○水野首席職業指導官 そこのところはおっしゃることはわかりますし、私どもがかた

過ぎるのかもしませんが、ただ、これまでの実感からすると、いろいろなトラブルが起

きたとき、トラブルというのは、その場ですぐ片づかないんですね。ある程度解決する

までに時間がかかる。そうすると、そういった中で担当の方がかわってしまうと、やは

りきちんとした責任を持った対応はまずできないと思います。１人の方がずっとトラブ

ルが起きてから解決するまで責任を持って対応していただかないと、とてもなかなか両

者が満足するような解決が得られないと。そういうことを考えると、幾ら正社員の方で

も交互にかわったのでは、きちんとした対応ができないと思います。 
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○小林委員 別紙の４のところを見ると、このぐらいの人員が要るという３人、２人、

２人というのが、東京の数字、新規求職者数というのと、神奈川と福岡とかなり違うん

ですね。それで神奈川と福岡が２人の常勤が必要だということになったら、東京という

のはものすごい生産性だと思うんですよ。その辺の説明というのはどうなんですか。 

○水野首席職業指導官 確かにおっしゃるように、東京は相当きついと思います。ただ

し、私ども前に申しましたように、どんどん職員数は減らされておりますので、東京に

ついては、これが置ける精いっぱいの数ということでございます。 

○小林委員 ３人、２人、２人というのは絶対置かなきゃいけないという説明がつくの

かということなんですね。そこの縛りを置くというか。 

○水野首席職業指導官 東京の場合は３人でもきつ過ぎるということで、本当に最低の

ギリギリの数字ですね。あと神奈川と福岡の２については、やはり１人ではとてもきつ

いと思うんです。だから、そこの最低の２人ということです。 

○樫谷主査 よろしいです。常駐していなければいけないというのはよくわかるんです

けどね。常に特定の人が専任してなきゃいけない。あんまり厚労省の方は退職というの

はほとんどないかもわかりませんが、民間は辞めちゃうんですよね。そうすると、どう

すればいいんだという話ですよね。だから、むしろ何人かいた方が、ローテーションで

やっていた方が実はすぐ対応が効くんですよ。役所の方はよほどでない限りは、首にも

ならないし、辞めなくて済むんですけどね。その辺はどうなんですかね。縛りをしてい

た方がかえってやりにくいんじゃないかなというふうに私なんか思っているんですけれ

ども、どうなんでしょうか。 

○水野首席職業指導官 辞めた場合はかわりの正規職員の方を採用していただくという

ことだと思うんです。なるべく辞めないようにしていただくんだと思うんですけれども。 

○樫谷主査 辞めるなとは言えませんものね。契約で３年間は辞めるなとは言えません

ので、みな事情がありますからね。民間は辞める可能性か極めて高いということはない

ですけれども、そういうことも前提にして組まなければいけない。そうすると、むしろ

ヘッジした方がよほどいいわけですね。何人かの、つまり５人体制にして、ローテーシ

ョンでやっていったら、１人辞めてもすぐ、つまり、３人は常駐しなきゃいけないとい

うのはわかりますよね。誰か３人いてもらわないと困ると。しかし、それは専任でそこ

に常にいなきゃいけないとなると、かえってうまくスムーズに進まないんじゃないかと

いう気はするんですけどね。 

○小林委員 おっしゃっているような仕組みが本当に回るのかどうかちょっとわかりま

せんけれども、さっき言ったように完全に兼務みたいなものをどんどん許しちゃうと、

結局、責任体制がなし崩し的になっちゃって、きちんとした対応ができないということ

になっちゃうので、そこら辺はちょっと難しいと思うんです。どこで線を引くかという

のは。 

○樫谷主査 責任者を１人置かなきゃいけないというのはまだわかりますね。誰か責任
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者がいないと、責任者があまりフラフラしていたんではいけないとは思うんですが、１

人いれば、あとはむしろ何人かでバックアップする。何かあったときには対応するとい

う、つまり、数が増えたらもっと、例えば少ないときは３人なんだけれども、今日は多

いとなったら４人にしなきゃいけないかもわからないですよね。民間は大体そうやるわ

けですよ。暇だったらいいよと。ほかのところをやってよという話で、うまいこと対応

できるので効率的にできるんですね。それも一つの知恵の問題だと思いますので、人材

銀行は確かにたくさんの方がいらっしゃっていて、ある意味で盛況で、これはいいこと

だと思うんですけれども、その辺が常勤でかつ専任だというと、かえって役所の論理と

しては、それでいいのかもわからないけれども、民間の論理に返ると、かえってやりに

くくなっちゃうのかなという気がしてならないので、そういうことを申し上げたんです

けどね。 

○水野首席職業指導官 おっしゃるとおり、そこはどんどん民間の方に工夫をしていた

だきたいと思うんですけれども、どこが最低か。１が最低か３が最低かというところ、

そこはおっしゃるようになかなか水掛け論になってしまうところがあると思うんですけ

れども、私は３が最低で、それ以上のところはどんどん自由にいろんなローテーション

でも何でも、創意工夫をしていただければいいと思うんですけれども。 

○樫谷主査 それからもう一つは、官民の競争入札をするときに、これは人材銀行に限

らず全体的な話なんですけれども、インプットとアウトプットとアウトカムという指標

があったら、インプットの指標はできるだけ少なくして、どうしてもしょうがない場合

はしょうがないんですけれども、アウトカムとか、せいぜいアウトプットの指標を出す

のはいいと思うんですが、インプットをあまりきちっとしてしまいますと動きがとれな

くて、ますます民間の創意工夫の余地が少なくなってしまう。頼む方としては安心感が

あっていいのかもかわりませんけど、むしろ創意工夫という意味で見たら、あんまりイ

ンプットの指標が、拘束はできるだけ少なくしていただいた方がいいのかなというのが

全体的にあったので、私の印象としてそういうことを特に申し上げて、委員の皆さんも

同じじゃないかと思うんですけれども。 

○渡部課長補佐 人材銀行の場合は、ちょっと繰り返しになってしまいますけれども、

正社員の雇用を進めていく人材銀行というところもありますので、あくまでも事業のコ

アとなる部分については正社員でしっかりした体制を固めていただいて、そのほかの部

分につきましては、ほかにそれ以上の正社員の方で兼務するような方を活用いただいて

も結構ですし、あとはみんな非正規の方でというのも構わないとは思っていますけれど

も、正規社員の雇用を進める人材銀行においては、国として公共サービスとして委託す

るに当たっては、最低限の部分というのを正社員の方で確保していただいて、そういう

実施体制が築ける事業者にこの事業については実施していただきたいなと、そういうふ

うに考えているところでございます。 

○樫谷主査 気持ちはよくわかります。そのとおりだと思うんですが、それとやりやす
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いか、やりにくいかということとは、またイコールじゃないので。それは人材銀行では

なくても、正社員を進めるというのは今大きな目標になっているわけで、それは否定し

ていなくて、そのとおりだと思うんです。かといって、あまりここで拘束してしまうと、

物事が進むことが大事なので、あまりインプットで拘束し過ぎない方がいいのかなと。

し過ぎなのか、し過ぎでないのかよくわかりませんよ。わかりませんけれども、民間の

感覚で言うと、むしろフリーの方が目的達成することが目的ですから、これは18％じゃ

なくて15％なんですね。大事なので、そのために民間の知恵、コストを安くやってもら

いたいという気持ちがありますので、余計にそういうことを申し上げているということ

なんです。 

○水野首席職業指導官 そこは、私ども気持ちは同じで、民間事業者さんにいろんな工

夫をしていただいて、それでいい成果を上げていただきたいと思っています。その一方

で、必要最低限のところは正社員で固めたいと。そこはどこまでが正社員かというとこ

ろが御議論になっているんだと思うんですけれども、創意工夫をしていただくというこ

とについては、全然反対するつもりはございませんので。 

○佐藤専門委員 １点だけ確認なんですけれども、例えば、あるグループ会社が自分の

ところの子会社にこの事業に応募させようと思って、親会社から子会社に出向で来させ

たと。その子会社がこの事業に応募してきて、常勤で出向者ですというのはだめなんで

すか。 

○水野首席職業指導官 それは子会社で正社員という身分であれば、それはいいと思い

ます。親会社から子会社に出向されて、そこで子会社で正社員という身分であれば、そ

れは構わないと思います。 

○佐藤専門委員 その場合に、募集要項の中に正規雇用とやっちゃうと、雇用契約がど

こにあるんですかという話をしてしまうと、子会社との間に雇用契約があるんじゃなく

て、その場合には親会社との間に雇用契約があって、親会社からの業務命令でもって子

会社に出向しているだけなんですね。お話を伺っていると、人材銀行で常時対応すると

いうことで、その意味で常勤という部分が重要ということは理解しました。 

 正規雇用というのを進めているというのが国の施策だという御説明も理解したのです

が、民間の実情としては、そういう出向という形態、この事業だけに応募するためだけ

に会社をつくってやってくるという、すごく極端な話をしますと、そういうのがあって、

出向という形で人員を整えましたというところまで否定なさるんですかというのが質問

です。 

○水野首席職業指導官 そこまで否定するつもりはございませんで、出向も在籍出向と

移籍出向がございまして、移籍出向であれば、雇用関係が子会社に移りますので全く問

題ないと思いますし、在籍出向も私はいいと思いますが、そこら辺は、もし問題があれ

ば書きぶりはちょっと工夫をさせていただきたいと思います。 

○樫谷主査 小林委員、どうぞ。 
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○小林委員 15％という一律の部分なんですけれども、先ほど御説明があったときに、

北海道の場合は、求人倍率が低いのに非常に結果がいい。それはスキルがいいんだとい

うお話だったんですけれども、その場合の求人倍率というのは、全般的、つまり、ここ

の人材銀行のターゲットになっているところは、職種が違うということだと思うんです。

だから、そこのニーズがどのぐらい地方にあるのかということで、変わってくると思う

んですけれども、そういう意味で地域差を考えなくてもいいのかということです。 

○水野首席職業指導官 先ほど私が申し上げたのは、全体の求人倍率で申し上げました

けれども、人材銀行の対象となる中高年の方、40歳以上の方ですけれども、その層の求

人倍率で見ても状況は同じでございます。 

○逢見委員 人材銀行は、管理職、専門職を紹介するところなので、質というときに、

15％という数字だけでいいのかなというのを常々思っています。評価の調査項目では、

定着度とか満足度とか賃金水準とか、いろんな項目について調査するんですけど、初年

度はしょうがないにしても、これらをローリングしながら次から評価に活かしていかな

いと、紹介したけどすぐ辞めちゃったというのでは人材銀行の意味はないわけですよね。

15％だけじゃなくて、本当に質にかかわる評価指標というのを考える、今すぐ答えは出

ないにしても、継続して考える必要があるんじゃないかと思うんです。 

○水野首席職業指導官 そこは確かにおっしゃるとおりで、就職すればいいというもの

ではなくて、就職した後の雇用の質、そこも非常に大事だと思っておりまして、そうい

った意味では、評価のときにおっしゃったような定着状況とか、雇用形態とか、賃金水

準の変化を見ていこうと思っていますけれども、そこは今後モニタリングしていく中で、

おっしゃっているように、就職してもすぐ辞めちゃうようなケースが非常に多い場合が

あれば、当然、これは指導の対象になると思いますので、そこはきめ細かく見ていくよ

うにしたいと思います。 

○樫谷主査 ちょっと気になっているのが、東京は交流プラザを含めて少ないですよね。

北海道が多いということなんですか。東京は逆に言えば、競争会社が結構あって、競争

が激化しているんじゃないかなと。同じ人材銀行事業ということから見たら、人材銀行

だけじゃなくていろんなところでやっていますよね。それから来た人がいろんなネット

ワークで、自分で就職したときには、これに入らないわけですね。だから、そういうの

があって少ないのかなと。北海道はないですからね。こんなもの事業としては成立しな

いわけですよ。だから逆に、人材銀行に頼る部分が多いのかなという気はしたりするん

です。これはデータも何もないのであれなんでしょうけど、その辺はどうなんですか。

そういう地域差というのはないんでしょうかね。 

○水野首席職業指導官 おっしゃることは確かにあると思います。やはり、都会の方が

民間事業さんがたくさんあって競争があると思うんですけれども、ただ、今日数字をお

出ししておりませんし、まだ十分分析した数字ではございませんけれども、大阪にはキ

ャリア交流プラザなり、人材銀行はございますけれども、大阪の場合は、東京と同じよ
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うに、都会で民間事業者さんはたくさんあって競争は激しいわけですけれども、大阪は、

人材銀行もキャリア交流プラザも非常に数字は実際高いです。 

○樫谷主査 そういう人を選んじゃいけないということですね。 

よろしいでしょうか。 

 それでは次に、求人開拓事業につきまして、事務局より実施要項のチェック状況を５

分程度でお願いいたします。 

○事務局 それでは、求人開拓事業につきまして御説明させていただきます。 

 その前に、すみません、先ほど人材銀行のところで目標値の説明を間違えました。国

の目標が18％ということで、今回の本事業に関する要求水準は15％ということでござい

ます。大変失礼いたしました。 

 求人開拓事業でございますけれども、こちらモデル事業を行っておりますので、これ

を踏まえた内容で御説明をいただきたいということ等を考えております。 

 また、求人開拓の充足数が900 人以上という要求水準を求めておりますけれども、こ

の根拠とするところを御説明いただくということになったかと考えております。あと、

これに関しましても、地域差というものがあると思いますので、ここら辺の地域差を御

説明、地域差の考慮をする必要がないかということについて確認をさせていただきたい

ということで論点として挙げさせていただいております。 

 あともう一つ、３番目でございますけれども、求人開拓の事業の実施に当たりまして、

国との契約によらない自らの事業を行ってはならないということについて御説明があっ

たわけですけれども、ここのところをどこまで受託事業者が自由にできるのか。自社の

事業とあわせて求人開拓を実施することについて禁止する必要があるのかどうかという

ことと、どういった場合に、できる、できないということを明確にしておく必要がある

のか等につきまして御説明をいただきたいということで考えております。 

 以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございました。それでは、厚生労働省の方から前回の審議を踏

まえて修正いただきました実施要項の案の内容につきまして、10分程度で御説明をお願

いしたいと思います。 

○水野首席職業指導官 それでは、お手元の方の実施要項の案に沿って御説明をさせて

いただきたいと思います。 

まず、３ページの方でございますけれども、そこの３ページの中ほどより少し上のと

ころにございます(4)の「確保されるべき事業の質」のところでございますけれども、

そこの①のところにございます開拓求人の充足数900 という、この数字の設定の根拠に

ついて、もう少し御説明をさせていただきたいと思います。 

 900 という数字でございますけれども、これはモデル事業の第１期目のときの民間委

託地域の比較対象となりました国実施地域、具体的に申しますと、兵庫の神戸と鹿児島

という、この二つでございますけれども、この二つ地域の実績を踏まえて設定をさせて
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いただいたものでございます。 

 兵庫の神戸と鹿児島というのは、モデル事業１期目のときの民間実施地域とよく似て

いる、よく似ているというのは雇用情勢とか、労働市場の規模がよく似ているというこ

とで比較対象とさせていただいたものでございます。 

 それからあと事務局の方から確保されるべき事業の質をなぜ全国平均ではなくて、こ

の二つ地域の実績に基づいて設定をしたのかという、そういう御質問をいただいている

わけでございますけれども、当然、そういうことも考えられるわけでございますけれど

も、実は全国平均といいますか、国実施地域全体の平均にしますと、この数字は更に高

くなりまして、1,200 くらいになってしまうわけでございます。ところがモデル事業第

１期目のときの民間実施地域の実績というのは、お手元の資料の別紙の３の方にちょっ

と出ておりますけれども、19ページでございます。そこの別紙３の一番下の方に横長の

表の形で出ておりますけれども、それをご覧いただきますと、民間実施地域の実績とい

うのは、かなり低くなっておるわけでございます。 

 具体的にどういうことかといいますと、その表の北海道、福岡と、それから下の方の

表の秋田、この三つが民間実施地域でございまして、兵庫の神戸と鹿児島が比較対象と

なる国実施地域でございますけれども、その表の「充足数」という欄をご覧いただきま

すと、民間実施地域の充足数というのは、国実施地域の数字に比べてかなり少なくなっ

ておるわけでございます。したがいまして、国実施地域全体の平均でございます1,200 

では、民間事業者さんに対するハードルとしては少し高過ぎるのではないかと思いまし

て、それよりは低い、兵庫の神戸と鹿児島の実績を「確保されるべき事業の質」という

ふうにさせていただいたわけでございます。 

 それからあと、「確保されるべき事業の質」につきましては、地域別の目標設定や最

低基準を設けることは難しいということは、これまで御説明したとおりでございます。 

 それから次に、お手元の資料の４ページでございますけれども、そこのスケジュール

のところでございますけれども、ここは先ほどのキャリア交流プラザや人材銀行と同じ

でございまして、今の段階で入れることができる日程を入れさせていただいております。 

 それから次に、９ページの上の方の６の(3)のところでございますけれども、ここは

求人開拓につきましては、民間事業者さんが国の施設、設備を使うということはござい

ませんので、開示する情報もないということで付け加えさせていただいております。 

 次に、今度は11ページの方でございますけれども、11ページの中ほどの⑥のところで

ございますけれども、ここにつきましても、これまでいろいろと御意見をいただいてお

るわけでございますけれども、少なくとも民間事業者が国の事業として求人開拓をやる

際に、同時に自らの商売となる事業をやるということまで認めてしまいますと、これは

民間事業者の訪問を受けて求人開拓の対象となっている事業者から見ますと、どこまで

が国の事業で、どこまでが民間事業者の事業かわからなくなってしまうということで、

これは例えは悪いかもしれませんけれども、よく問題にされます消防署から来たと言っ
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て消火器を売りつける。そういうケースがあるわけですけれども、それと同じようなこ

とにもなりかねないと思いますので、そこのところは少なくともけじめをつけていただ

く必要があるだろうということで、そこにございますように、その点をはっきり書くと

いう形で修正をさせていただいております。 

 それから、その下の⑨でございますけれども、ここも先ほどのキャリア交流プラザや

人材銀行と同じでございまして、事業実施にかかった経費がきちんと把握できれば、必

ずしも区分経理にこだわらないということで修正をさせていただいております。 

 それから次に、13ページの方でございますけれども、13ページの中ほどでございます

けれども、ここも先ほどと同じでございまして、暴力団員の関係を書いてございます。 

 あとその下の大きな８でございますけれども、これも先ほどと同じような形で修正を

させていただきたいと思っております。 

 それから次に14ページの上の方でございますけれども、ここは事業の実施状況に関す

る調査をいつ行うのかということを書くところでございますけれども、求人開拓につき

ましては、今まで御説明しましたキャリア交流プラザや人材銀行と違いまして、事業の

実施期間が１年間でございますので、事業の実施状況の調査は、１年後に事業の実施が

終わった時点で行うということで書かせていただいております。ただし、この場合、１

年間の事業実施が終わった時点で調査をして、その結果を踏まえて事業を見直そうとし

ても、すぐ翌年度から見直すということは事実上不可能でございますので、実際に見直

しができるのは、更にその翌年度、つまり最初の事業実施の翌々年度になるということ

に御留意をいただく必要があるかというふうに思っております。 

 それからあと、その下の(5)のところでございますけれども、ここはキャリア交流プ

ラザや人材銀行と同じでございまして、事業の評価は、それぞれの地域の雇用情勢も踏

まえて行うということで修正をさせていただいております。 

 それからあと、別紙の方でございますけれども、まず別紙の１でございますが、そこ

の表の中には、これもキャリア交流プラザや人材銀行と同じでございまして、間接経費

をアンダーラインを引いて入れさせていただいております。 

 それからあと別紙の３の方でございますけれども、別紙の３の表の中には、モデル事

業１期目の実施結果を踏まえて、それぞれの地域の開拓求人全体に占める正社員求人の

割合を入れさせていただいております。ただし、この正社員求人の割合につきましては、

その表の下の方の注の３の(2)のところでございますけれども、そこにございますよう

に、17年度から把握することにしたものでございますので、15年度、それから16年度に

ついては、数字が入っておりません。 

それからあと、表の下の注の３の(1)のところでございますけれども、ここでは事務

局の御指摘を踏まえまして、17年度から求人開拓推進員の配置人数を増やした上で、積

極的な事業展開を図ったということで実績が大幅に向上していると、そういう注を入れ

させていただいております。 
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 大変はしょった説明で恐縮でございますが、求人開拓については以上でございます。 

○樫谷主査 ありがとうございました。それでは、御意見、御質問なり御自由に発言を

いただきたいと思います。11時50分ぐらいまでとしたいと思います。 

○小林委員 先ほど充足数の900 というところなんですけれども、国の平均にすると、

ちょっと高くなってしまうという御説明だったと思うんですけれども、このモデル事業

で行った実施したときというのは、前と比べてサービス水準がかなり低くなったという、

そういう理解でいいんですか。つまり、900 が適当であるというのは、その前は国がや

っていたわけですよね。その場合と、このモデル事業でやった実施の結果というのは低

くなっているんですか。 

○水野首席職業指導官 民間にやっていただいたところは、かなり求人の充足数が少な

くなっているというのが結果でございます。 

○小林委員 ということは、つまり国がやっていた方が結果がいいということですか。 

○水野首席職業指導官 充足数について見るとそういうことですね。 

○小林委員 そうすると、サービス水準を低めて競争させてもあまり本来の意味がない

んじゃないかというふうに思うんですけど。 

○水野首席職業指導官 おっしゃることは、国実施地域全体の平均の方で高めの水準で

目指させるべきだということでございますか。ということだと、おっしゃることはわか

るんですけれども、モデル事業１期目の数字が別紙の３の方に出ておりますけれども、

例えば、秋田なんかは充足数が270 でございますから、そういったところにいきなり1,

200 を目指せといっても事実上不可能ではないかと思って、それこそ、民間事業者さん

のやる気をなくさせてしまうんじゃないかというふうに思ったわけですけれども。 

○小林委員 法の趣旨としては、国民に対するサービスの質は確保しながらコストを低

くするということですから、そうすると、本当に国がやった方がいいわけで、国と民間

と競争したら。 

○水野首席職業指導官 わかりました。900 の根拠をもう一つ申し上げますと、もとも

とはモデル事業１期目のときの民間の対象地域である兵庫の神戸と鹿児島の平均なわけ

ですけれども、もう一つの考え方として、今回民間に委託する地域が５か所あるわけで

ございますけれども、そこの過去の実績に基づいて設定すると、そういう考え方もある

わけでございますけれども、それで計算したんですけれども、これはたまたまかもしれ

ませんけれども、ほぼ900 でございます。そういった意味からも、この900 は妥当かな

と思っております。 

○樫谷主査 よろしいですか。ということは、もともと民がやって低かったとしたら、

これは今、小林委員の話ではないですけれども、国民としては困るわけですね。もとも

とこの地域は官がやってもそうだったというのであれば、まだ理解できるんですが、民

に気の毒だからとか、ほかの会議で減らせ減らせと言われているので、減らさなければ

いけないというのはよくわかるんですけど、減らすことだけが目的じゃないので、やは
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り質とコストと両方なわけで、これはコストが大幅に下がるということであれば、また

少し考え方も別かもわかりませんが、それよりもまず質の話だと思うのでね。民がやっ

てうまくいかなかったんで、それはしょうがないから、民にやらせてあげようかみたい

な発想が少し見えるのであれば、むしろ官民で競争入札をしていただいて、より質の高

い方にやるというのは非常に合理的で、民が必ずしもよくて、官が悪いはずはありませ

んので、むしろ堂々と勝負していただいた方がいいのかなと思います。 

○水野首席職業指導官 そういうつもりは全然ございませんで、ただ、私どもはいろん

な事業で目標設定をして業務を進めておるわけですけれども、目標設定のやり方という

のは、過去の実績を踏まえて、それをベースにしてある一定の努力をすれば達成できる

というような水準に設定するというのが目標設定の基本だと思うんですけれども、そう

いったことを考えると、民間事業者さんがやられた現状があるわけですから、それを踏

まえて、一定の努力をすれば達成ができるような水準に設定するというのが基本だと思

いますので、そういった考え方からすると、1,200 はあまりにも高過ぎるのかなと思っ

たということでございます。 

○樫谷主査 まだ分析していないということなんですが、市場化テストのモデル事業の

中で、これは民でやって何で低かったのか。民がやったために低かったというのであれ

ば、よく分析していただいて、それを改善していただかないと、国民から見たら非常に

不幸な話なので、よく分析していただいた上で、もう一度考え直してもらった方がいい

のかもわからないですね。 

○水野首席職業指導官 そこはおっしゃるとおりなので、よく分析をさせていただきた

いと思います。 

○樫谷主査 原専門委員、どうぞ。 

○原専門委員 今の話に関連というか、私が見ている範囲でなぜこれだけ差が出るかと

いうと、一番はそれまで国がやっていた蓄積したデータが、民に任せた瞬間に個人情報

とかの規定から、それは使えないというところで、ゼロベースから民がやらなければい

けないからかなり違うんですというのが、多分、大きな理由だと思うんです。ここから

先はさっきも言いましたけど、どうしても文章で決めている部分と、実際、運用の部分

で本当にこれが効果が出るような運用するというのは、どうしても全部を文章化するの

は限界があるので、さっきも言いましたとおり、これに従って始まりましたと、その次

にやはりどうもこういうところで非常に阻害要因があるといったときに、それをちゃん

と民の意見を官にじゃなく、向こうからむしろ意見を言わせて、ある意味、変えるべき

は変えるという、ここのところがすごく成功要因になってくるんじゃないかと思うんで

すが。 

○水野首席職業指導官 そこはおっしゃるとおりでございまして、モデル事業のときも、

途中で民間事業者さんの御意見を聞いて、こういった情報がほしいとかそういう御意見

を伺って、例えば、ハローワークに出てきている求人の状況ですとか、あるいはハロー
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ワークの方でも、個別求人開拓とか、あるいはそれ以外の障害者の雇用管理指導で事業

所を訪問するわけですけれども、そういった形でハローワークが来た事業所にすぐまた

民間事業者さんが行くと、また来たのかと言われてしまうので、そこはバッティングし

ないように情報を出そうということで、そういう形で民間事業者さんから御要望いただ

いた情報については、できる限りお出しするように、そういう改善も途中でしておると

ころでございます。 

○原専門委員 そういう意味でいくと、もう一つ関わるのが、さっき言った、いわゆる

国の同時に事業をやってはいけないというところなんですけれども、この文章から見る

と、求人開拓の業務を目的として接触するときに自社のものをやってはいけないという

ふうになっています。その逆、要するに自社の営業目的で行ったときに、そこに対して

求人開拓の仕事も一緒にやる、これはよいのですか。 

○水野首席職業指導官 そこもやはり同じことで、行った先の企業の方から見ると、ど

こまでが国の事業で、どこまでが民間事業者さんの事業かわからなくなっちゃうんだと

思うんです。そこはあいまいになるのはまずいと思うんです。 

○原専門委員 これはそうすると、さっきの人材銀行の常勤、要するに、そこの線引き

をはっきりしなさいという厚労省さんの意見と、民がこれを効率的にやろうと思ったと

きに、やはり自社のリソースの中で、できるだけパフォーマンスが上がるようなやり方

をしたときに、どうもそれは窮屈だというケースと、多分また近いことが非常に起こり

得るんじゃないかと思うんです。そういうときに、基本は、私はできるだけプロセスは

自由化して、そのかわり目標とか、そこの管理は相当きっちりやると。明らかにこれは

ノーという、例えば、法に抵触する部分とか、そこのみの縛りにする方がいいんじゃな

いかと思うんです。 

○水野首席職業指導官 そこはおっしゃるとおりです。最低限の縛りとして、同時にや

ってもらうのは困ると思うんです。そうではなくて、前回もたしか申し上げたと思うん

ですけれども、民間事業者さんが御自分の商売の方でいろんな会社に行かれて、そこで

求人ニーズをつかんだと、それに基づいて改めて求人開拓をしていただく、そういうよ

うなケースは十分考えられると思います。だけど、同時なのはけじめがつかないと思う

んです。 

○原専門委員 そこですね。例えば、場合によっては、一歩外に出てもう一回入り直し

たらいいのかとか、要するに大事なことは何なのかというところで、ルールではなく、

目的の合意だと思うんです。 

○水野首席職業指導官 求人開拓の場合は企画書できちんと体制を書いていただいて、

求人開拓推進員というのも雇っていただくことになっているので、やはり求人開拓は求

人開拓推進員の方に行っていただくというのが原則だと思います。 

○原専門委員 もっと言うと、その推進員というのは、ある意味、兼務ではなく専業で

これは用意しなければいけないというのにかなり近い文言になってくるんですが、それ
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を要求するという、そういうことになるわけですか。 

○水野首席職業指導官 そうですね。 

○樫谷主査 いかがですか。今の件について。 

○逢見委員 今のところについては、国からの委託費をもらって仕事をしているにもか

かわらず、自分の会社のことをやっていたら、お金の使い方として信頼を失うんじゃな

いでしょうか。そこはやはり分けなきゃいけないんだろうと思うんです。 

○小林委員 筋としてはそうだと思うんです。ただ、同時に他の事業にかかる行為を行

ってはならないという、線引きというのをどこでするのかというところが、すごく難し

いのかどうかはわからないんですけれども、本当にそれだけしかやっちゃいけないとい

うふうに縛っているというふうに見えるんですね。だから、これに参入する業者さんと

いうのは、やはり自分のノウハウを持っていらっしゃる方が参入するんだと思うので、

そうすると、自分のビジネスに関わりが全くないところでやるというよりは、関わりが

あった上でやるという形になると思うんです。そうすると、重なり合わないところとい

うのはどこなのかということの線引きというのは、この文言上どこでやったらいいのか

というのは、ちょっとよくわからないんです。 

○水野首席職業指導官 少なくとも求人開拓に行った先で、同時に国の求人開拓と自分

の商売をやるのは避けていただきたい。それを言っているだけなんです。確かにもとも

とのノウハウを生かしていただくというのは、それはまさに民間委託の目的であるわけ

でございますので、もともとの商売の中でいろんな企業とのつながりがあれば、そこを

使って求人開拓していただくというのは一向に構わないと思うんですけれども、ただ、

行った先で、国の求人開拓をやりながら、一方で自分の商売の宣伝をしたりするのは、

それはけじめがつかないと思うんです。 

○樫谷主査 一つは、訪問を受ける方の企業からいったら、むしろメニューが多い方が

いいんですよね。例えば、開拓事業ということではなくて、もっと広くいろんな話をし

たいわけです。時間を１時間とって話をするときに、この開拓事業の話だけよりも、向

こうから出してきますよね。おたく何とか何とかという会社なんだということはわかっ

ているわけですから、いろんな話を出してくる。いや、それはちょっとできませんと、

こんなことは言っちゃいけませんというふうに言うのか。確かにこちら側の事情だけじ

ゃなくて、求人される会社の方も当然もっと幅広く、そこが民間のよいところだと思う

ので、そこを一歩外に出ていいかという話に、変な話になってしまうので、これはむし

ろもう少し弾力的にできないか。問題は、逢見委員がおっしゃったように、国の金をも

らいながら自分の事業だけやっている。これはけしからん話で、とんでもない話だと思

うんです。ただ、目的が900 名の合理的としたときに、900 名が合理的に達成すること

が目的ですから、それもインプットの話なので、それが合理的であれば別に問題ないの

ですが、どうも民間の感覚としては少し、そうかもわからないけど納得いかないなとい

う部分があって、どっちの方が効率が上がるのかということだと思うんです。 
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○水野首席職業指導官 確かになかなか線引きは難しいかもしれませんけど、例えば行

った先で、求人開拓をやっているときに、商売の方の話を聞かれたときに、一切答える

なというのはなかなか難しいと思うんです。それは答えられる範囲内で答えてあげて、

あとは別の担当の方につなぐとか、それが現実的な対応だと思うんですけれども、そこ

まで縛るつもりはないんですけど、それ以上のことを許すと、今度また守秘義務の関係

とか、あとこの事業をやるときはみなし公務員の規定がかかるわけですよ。そこら辺の

けじめがつかなくなってしまうと思うんです。そこはやはり行った先では最低限きちん

としたけじめをつけていただくということは必要だと思うんです。 

○樫谷主査 それからもう一つ、消防署の話なんですけど、消防署から来たんじゃなく

て、消防署の方から来たとかいって、ちょっとグレーゾーンになっているものですから、

いずれにしても、そんな業者を選んじゃいけないので、信用ある業者を是非選んでいた

だきたいというふうに思います。 

○原専門委員 今ちょっと思ったんですけど、逆に今おっしゃったように、もしそうい

うことを向こうから聞かれたときに、それに対して対応するのはしょうがないとなると、

逆にその行為は、この明文があるとすれば、明らかに違反行為になってしまいますよね。

例えば、先ほどおっしゃったように、守秘義務の範囲で守るべき部分は守らなきゃいけ

ないみたいな文であれば、それは全然違った話になるので、そこのところは、今お話を

伺うと、逆にちょっとリスクを感じるんですけどね。 

○水野首席職業指導官 同時に自らの事業を実施しちゃいけないということを言ってい

るわけですから、その聞かれたことに答えるのも、自らの事業の実施と考えるかどうか

だと思うんですけれども、そこまでぎちぎちにやるのかどうかというのは。 

○樫谷主査 そういうふうに言われてしまうと、民間人はそう思ってしまいますのでね。

どこまでやっちゃいけないのかというのは、もし本当にやるとしたら、しっかり決めて

おかないと。 

○水野首席職業指導官 今まで、まさにモデル事業の経験ですけれども、ここの点につ

いては、特に受託事業者さんの方から困るとか、難しいとか、そういうことは特にいた

だいておりませんので、そんなに業者さんにとって無理な基準ではないんじゃないかと

いう気はしておりますけれども。 

○樫谷主査 でも、どんな話をしているかチェックできないですよね、いずれにしたっ

て。 

○水野首席職業指導官 ただ、これもわかりませんけれども、モデル事業のときは、業

者さんのやり方を見ていますと、大体この求人開拓のために新たに人を雇っていらっし

ゃって、専属でやられているので、多分、本来の商売のことを聞かれても、その推進員

の方というのは、突っ込んだお答えはできないんじゃないかなという気はしていますけ

れども。 

○樫谷主査 そうすると、あまり経験のない方が行っているんですかね。 
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○水野首席職業指導官 新たに雇って、一応、研修はされているようですけれども、あ

る程度似たような仕事をやっている人を雇っていらっしゃるんだと思います。 

○樫谷主査 いずれにしても、やるとしたら、しっかり聞いていただくということと、

あいまいになっているのが、後から言われるのも困ると思うので、ただ、できるだけイ

ンプットの方は緩やかにしていただいて、アウトプットの900 名というのが合理的かど

うかとちょっとわかりませんが、それが合理的としたら、それが達成するかどうかの方

が目的だと思いますので。 

それからパブリックだったらもうちょっといくのに、民間でやったら900 名しかいか

ないというのは、事実上そうなっているのかわかりませんが、それは納得いかないとい

う感じがするので。 

○水野首席職業指導官 そこのところは説明が悪かったかも知れませんけれども、まず

国全体で見るとモデル事業を決めるときは、求人開拓の対象地域は70以上ございました

ので、いろんな規模、いろんなところが入っていたので、それ全体の平均で基準にする

というのは、ある意味では合理的ではないというふうに思いますし、それから、これは

結果論になりますけれども、今回民間委託の対象となる地域の過去の実績から見ても、

900 になるので、そういった意味で900 はそんなに変な数字ではないというふうに思っ

ております。 

○樫谷主査 求人開拓は求人状況というんですか、就職率が非常に悪いところをターゲ

ットにやるわけですね。したがって、毎年決めるから１年限りなんだと、こういう話な

んですが、民間業者から言うと、今、どういう形かわかりませんが、新しい人を雇って

１年間で勝負を決めて毎年入札だと言われると、やる気がしないということがあるんじ

ゃないかと思うんです。その辺は、１年というのは仕組みとしてやむを得ない部分があ

ると思うんですが、あまりギリギリのところを選んでしまいますと、来年はもうないよ

と言われちゃうと、努力はしていて実績がだめなのはしょうがないんですけれども、努

力していて成果が上がっているにもかかわらず、頑張れば頑張るほど就職率がよくなる

わけですね。そうしたら、ごめんなさいと言われちゃうわけで、その辺はどういうふう

に理解すればよろしいんでしょうかね。 

○水野首席職業指導官 そこはおっしゃるとおりで、私ども、そこは非常によくわかる

んで、本当は長く委託ができればいいと思うんですけれども、ただ、前にも申しました

ように、毎年地域が変わってしまうんですね。どこが対象地域になるかもわからないの

で、ちょっと契約のしようがないと。何かいい方法があればいいんですけれども、そこ

はやりたいんだけれども、どうしようもないというのが現状でございます。 

○樫谷主査 相当変わるものなんですか。 

○水野首席職業指導官 まず、箇所数が大分変わります。モデル事業１期目のときは70

以上ございましたし、それが２期目では50か所、来年度は30か所ぐらいになります。 

○樫谷主査 なるほど、相当変わるんですね。ほかによろしいですか。 
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 それでは、ほかに意見がなければ、求人開拓事業につきましての審議はここまでとし

たいと思います。 

これまでキャリア交流プラザ、人材銀行、求人開拓の各事業の実施要項につきまして、

２回にわたって御審議をいただきました。本日までの御審議を踏まえまして、事務局か

ら今後に向けて整理すべき事項があったら発言いただきたいと思います。 

○熊埜御堂参事官 本日の御議論の中で、事務局といたしましては、人材銀行の正規雇

用のものをどうするかということと、それから今、求人開拓事業でありました自社事業

とあわせて実施することについてどうするかというところの文言だと思いますけれども、

どうするかと。この２点が恐らく次回までに向けて整理すべきことかなというふうに考

えております。 

 まず、求人開拓事業の方でございますが、同時にというところの意図を厚労省さんと

して、そうお考えだという御説明がありましたので、民間事業者から見たときに、そう

いう文言をどう受け止めるか。また、今回の入札のための実施要項として、こういう表

現ぶりでよいのかどうかということについて、もう少し厚労省さんと事務局で御議論さ

せていただいて、委員の方々にもそういう説明で、我々事務局としてこう整理したとい

うことをメール等でお知らせした形で整理をさせていただければというふうに考えてお

ります。 

そんなに今の御議論で差異があったということではないと思いますので、どういう形

でやることがいい形で示せるかということについて整理をしてまいりたいというふうに

考えております。 

 それから人材銀行事業の正規雇用のものの専任配置の問題でございますが、厚労省さ

んからの今日の御説明では人材銀行事業の性格から見ても、また、これまでの事業のや

り方から見ても、その人数を条件として課すことが必要という御説明でありましたが、

本日の委員会の御議論では、その人数を条件として課すことというのをストレートに書

くことがいいのかどうかというところは整理が必要なのではないかと。それから、他の

条件の置き方とか、入札の際の評価のやり方とか、そういうことで厚労省さんの意図す

ることを示すことができないかという工夫があるのかどうかというような御示唆もあっ

たかというふうに受け止めておりますので、ちょっと今日ここでこれ以上議論しても恐

らくまた平行線になると思いますので、事務局でどういうことができるのか、また必要

なのか、また、厚労省さんの意図することが人数を示さないとできないことかどうかと

いうようなことについて整理をさせていただいた上で、これも委員の方々に御相談をさ

せていただきながら、次回の人材銀行事業の議論までに事務局として整理をさせていた

だいて、提示をさせていただくという方向で作業をさせていただくということにしたい

と思います。 

あとの問題につきましては、若干、モデル事業の結果を踏まえたものであるところに

ついての厚労省さんとしての整理のところとか、それから900 人のところも口頭では御
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説明がありましたが、もう少し資料で提示をしていただいて、次回までにこういうこと

で900 人という整理をしたということとか、紙になる形で少し整理をしておいた方がよ

ろしいかなと思いますので、それは資料としていただいた上で、また御連絡をしたいと

いうことで、以上で、もし漏れがなければそういう整理をさせていただきまして、もし

漏れがあれば御指摘いただければというふうに考えております。 

○樫谷主査 今の事務局の御説明につきまして、厚労省さんの方で何か。よろしゅうご

ざいますか。 

○水野首席職業指導官 はい。 

○樫谷主査 それでは、この３事業の実施要項案につきましては、本日までの審議をも

とに修正など不必要なところ、必要であれば修正等を行うこととしまして、残る論点に

つきましては、事務局で厚生労働省側と最終調整で進めていただくことにいたしたいと

思います。 

 とりまとめにつきましては、主査である私に一任していただくということでよろしい

でしょうか。 

               （「異議なし」と声あり） 

○樫谷主査 ありがとうございました。 

厚生労働省との調整につきまして疑義が生じたときには、各委員に事務局からメール

などでお知らせしまして、適宜意見交換などを行いながら、とりまとめを進めてまいり

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかに事務局からこの場で報告する事項がありましたら。 

○事務局 先に御審議いただいております雇用能力開発機構の２事業でございますけれ

ども、昨日、夕方に委員の皆様にメールさせていただきまして、検討状況と機構の方か

ら基本的にこちらの方針で整理するという回答をいただいております。この内容、昨日、

夕方過ぎだったものですから、まだ御確認いただいていないかもしれませんけれども、

御確認いただきまして、問題等がございませんでしたら、これにつきましては、機構の

方で修正していただいて、実施要項の案の公表というものにつきまして、来週早々から

とりかかりたいということで報告を受けておりますので、御確認いただいて、大変恐縮

ですが、もし何か大きな問題がございましたら、本日の夕方ぐらいまでに事務局の方に

お寄せいただければと考えております。メール等で御確認いただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○樫谷主査 わかりました。よろしくお願いいたします。 

それでは、本日はありがとうございました。 


